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巻頭言 佐原 雅史

「お客様は来て下さらないもの、
お取引先は売って下さらないもの」

伊藤雅俊氏（イトーヨーカドー創業者）

What's new 最近の活動

■５月１１日（土）執行委員会が開かれました。
同日、総会が開催されすべての議案が承認されました。
今年度は新たに5名の新理事を迎え、さらに活発な活動が期待されます。
続いて例会では横井理事長による事業方針発表が行われました。（詳しくは裏面にて）
■５月２０日（月）第２回経営計画立案塾が開催されました。

Topics 「登記上の代表者住所の非公開について」
中田司法書士事務所 中田真人

令和６年１０月から、株式会社の代表者の住所を非公開にすることができるようになります。今までは、
会社を設立すると自動的に代表者の住所が登記され、誰でもインターネット登記情報や登記事項証明書を
取得して代表者個人の住所を知ることができるので、プライバシー保護や防犯上の観点から問題があると
いう意見がありました。これを法改正し、希望する会社は必要な手続きを行なえば、代表者の住所を非公
開とする（登記情報や登記事項証明書に載せる住所を「●●県●●市」までとする）措置をとることがで
きるようになります。（ただし株式会社に限ります。）

この制度は、プライバシーが保護され一応は良い制度のように思えますが、導入した場合に下記のよう
な支障が生じないかという課題が予想されます。
（１）会社の銀行口座やクレジットカードを作るとき、銀行やクレジットカード会社は代表者の本人確認
を行なうことが必須であるため、口座やカードが作れるかどうか。
（２）新規の取引先と商談や契約を行なうとき、相手会社の代表者住所が非公開であることで、取引の安
全に問題はないかどうか。
といった点です。
代表者住所を非公開とするための手続きは難しくありませんが、実際に自社に導入する際は、上記の点

を調査・検討したうえで判断する必要があると考えます。

Schedule 今後の活動予定 （詳しくはこちら → https://saitama-kk.org/event/ ）

■６月１５日（土）１８：００～ 例会
■７月１９日（金）１８：３０～ 例会

◆賛助会員
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所、株式会社Mio
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さいたま起業家協議会 イベントのご案内

さいたま起業家協議会では、下記の日程・講演内容で、起業講座・例会などを開催する予定です。

皆様、奮ってご参加ください。資料等の準備のため、参加をご希望の方は、さいたま起業家協議会
ホームページ（イベントページ）よりお申し込みください。https://saitama-kk.org/event/

会員情報（近況・今後の予定など） ４月末時点の情報

菅沼大樹さん（株式会社ウェブリク）
：ゴルフの自己ベストが109になりました。嬉しいです。

峯岸孝浩さん（武蔵浦和法律事務所）
：大学院２年目の学費を支払いました。高いです・・・。

会員情報募集中！
皆さんの近況や今後の予定などお寄せください。例会案内の出欠システムに記入する際、コメント欄に
【近況】として1行程度書いていただければ協議会ニュースに掲載いたします。（上記参照）

『自己PR例会』
日 時：６月１５日（土）１８時〜１９時３０分
会 場：新都心ビジネス交流プラザ4階会議室
内 容：【副題】新規事業や新しい事へ取り組みをしている会員各位のプレゼン機会を活用して会員相
互のコラボレーションと機会創出
プレゼンに対するアドバイスや意見交換で自己PR をブラッシュアップしませんか？
時間：一人10分（パワーポイント資料5枚程度）：質疑応答10分程度

さいたま起業家協議会 ６月例会

さいたま起業家協議会 ７月例会

日 時：７月１９日（金）１８時３０分〜
会 場：新都心ビジネス交流プラザ4階会議室
（詳細は改めてご案内いたします）

２０２４年度事業方針のご報告
１．[環型起業家支援]の充実
①イベントを通じて会員同士のネットワーク構築と起業家相互間の連携を深める
②事業発展に繋がるような企業へと繋がる後押しを行う
２．[協議会運営]
①運営組織を理事会とし、新理事就任による活性化と新陳代謝を図る
②退任・辞任した理事経験者はオブザーバーとして旧評議委員の役割を担う
３．[収益性]
①収益を適正化し黒字を実現する
②新会員及び賛助会員獲得を目指し、収益を会員各位へ還元できる施策へ活用する
４．[会員と会費」
令和７年度から会員はすべて正会員とし、それに伴い会費体系も変更する
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